
省エネルギー関係の令和8年度概算要求

資源エネルギー庁 省エネルギー課



省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金
国庫債務負担行為要求額 2,025億円 ※令和８年度概算要求額：1,810億円（760億円）

事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課

成果目標・事業期間

2030年度におけるエネルギー需給の見通しにおける産業部門・
業務部門の省エネ対策（2,700万kl程度）中、省エネ設備投
資を中心とする対策の実施を促進し、本事業による効果も含めて、
省エネ量2,155万klの達成を目指す。

補助
（2/3、1/2、１/3、1/4）

民間企業等 民間企業等国

補助
（定額）

（１）補助率：中小企業1/2以内、大企業1/3以内（一定の要件を満た
す場合には中小企業2/3以内、大企業1/2以内等）

 上限額：15億円（非化石転換設備の場合は20億円等）

（２）補助率：1/2以内

上限額：3億円（電化の場合は5億円）

（３）補助率：中小企業1/2以内、大企業1/3以内

 上限額：1億円

事業目的
本事業は、工場・事業場全体で行う、先進型設備等の導入や、
機械設計を伴う設備、事業者の使用目的や用途に合わせて設
計・製造する設備又は省エネ効果の高い特定の設備の組み合わ
せ導入、脱炭素につながる電化・燃料転換を伴う設備更新を支
援することにより、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の
達成に寄与することを目的とする。
その際、企業の複数年の投資計画に対応する形で支援を実施し、
特に中小企業の省エネ投資需要を掘り起こす。
また、工場等における省エネ性能の高い設備・機器への更新を促
進することにより、温室効果ガスの排出削減と我が国の産業競争
力強化を共に実現する。

事業概要
工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備
への更新等を以下の取組を通じて支援する。
（１）工場・事業場型：工場・事業場全体で行う、先進型設

備等の導入や、機械設計を伴う設備、事業者の使用目
的や用途に合わせて設計・製造する設備又は省エネ効果
の高い特定の設備の組み合わせ導入を支援

（２）電化・脱炭素燃転型：化石燃料から電気への転換や、
より低炭素な燃料への転換等、電化や脱炭素目的の燃
料転換を伴う設備等の導入を支援

（３）エネルギー需要最適化型：効果が高いと指定したエネル
ギーマネジメントシステムを用いて、効果的にエネルギー使
用量削減及びエネルギー需要最適化を図る事業を支援



省エネルギー投資促進支援事業費補助金
国庫債務負担行為要求額 175億円 ※令和８年度概算要求額 175億円（90億円）

事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

本事業は、工場・事業場等の産業・業務部門における省エネ性
能の高い設備・機器への更新や複数事業者の連携、より先進的
な省エネ技術に係る機器・設備の導入に係る費用の一部を支援
することで、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成
に寄与することを目的とする。

また、設備の納期遅れ等により単年度での事業実施が困難なこ
とを理由に投資を見送る事業者のニーズに対応するべく、複数年
度にまたがる設備・機器の導入を可能にし、特に中小企業におけ
る更なる投資需要を掘り起こす。

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課

成果目標・事業期間

 2030年度におけるエネルギー需給の見通しにおける産業部門・
業務部門の省エネ対策（2,700万kl程度）中、省エネ設備
投資を中心とする対策の実施を促進し、本予算事業による効
果も含めて、省エネ量2,155万klの達成を目指す。

補助
（10/10、3/4、１/3）

民間企業等 民間企業等国

補助
（定額）

（１）補助率：1/3以内、上限額：1億円

（２）補助率：中小企業10/10以内、大企業3/4以内 等

 上限額：15億円

事業概要

工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備
への更新等を以下の取組を通じて支援する。

（１）省エネルギー投資促進支援事業費

省エネ性能の高いユーテリティ設備、生産設備等への更新を支援。

（２）先進的省エネルギー投資促進支援事業費

 高い技術力や省エネ性能を有しており、今後、導入ポテンシャル
の拡大等が見込める先進的な省エネ設備等の導入及び個別設
計が必要な特注設備等の導入を含む設備更新やプロセス改修を
行う省エネ投資について、過去に採択した複数年度事業の設備
更新案件を支援。



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

中小企業や年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kl未満
の事業者等を対象とした工場・ビル等のエネルギー利用最適化
診断やエネルギー利用最適化に係る相談窓口である地域プラッ
トフォームの構築など、中小企業等のエネルギー利用最適化を推
進するための支援を行うことで、エネルギー価格高騰等の影響を
受ける中小企業等の省エネの取組を後押しする。

成果目標・事業期間

省エネ診断等による業務部門における徹底的なエネルギー管理
の実施により本予算事業による効果も含めて、令和12年度の省
エネ効果239万kLを目指す。

事業概要

（１）エネルギー利用最適化診断事業

中小企業等の工場・ビル等のエネルギー管理状況の診断、省エネ
診断の担い手育成を目的とした研修等の実施に係る経費の一部
を国が支援する。

（２）地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業

省エネの専門家が中小企業等の工場・ビルにおける設備の運転
状況やエネルギー使用状況に関する計測データ等を確認して、運
用改善や設備投資等を提案するために必要な経費を補助する。

（３）地域一体となった省エネ支援の促進及び専門人材拡大に
向けた調査分析事業

省エネ・地域パートナーシップに参画する金融機関や省エネ支援
機関による地域の連携枠組みを通じた省エネ支援の後押しや、省
エネ診断・アドバイスを行う専門人材を拡大する上での課題や方
策について分析を行うための委託調査を実施する。

中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費
令和８年度概算要求額 40億円（6.1億円）

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課

診断補助

（9/10）
民間企業等 中小企業等国

補助

（定額）

国

（１）エネルギー利用最適化診断事業

（２）地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業 

補助

（定額）

民間
企業等

民間
企業等

中小
企業等

省エネ取組
支援補助
（9/10）

補助
（定額）

委託

国

（３）地域一体となった省エネ支援の促進及び専門人材拡大
に向けた調査分析事業

民間企業等



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

省エネルギーに資する機器等導入事業への投資に対する融資を、
利子補給となる補助金を交付することにより低利にすることで、各
部門における省エネルギー投資を促進し、2030年度におけるエ
ネルギー需給の見通しにおいて見込む省エネ量の実現に寄与す
ることを目的とする。

成果目標・事業期間

（１）省エネルギー設備投資利子補給金助成事業費

2030年度におけるエネルギー需給の見通しにおける産業部門・業務部
門の省エネ対策（2,700万kl程度）中、省エネ設備投資を中心とする
対策の実施を促進し、本予算事業による効果も含めて、省エネ量
2,155万klの達成を目指す。

（２）エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金

本事業により平成14年度から令和12年度にかけて28,582kL（原油
換算値）の省エネ量（推計値）を達成する。

事業概要

（１）省エネルギー設備投資利子補給金助成事業費

新設事業所における省エネ設備の新設や、既設事業所における
省エネ設備の新設・増設に加え、物流拠点の集約化に係る設備
導入、更にはエネルギーマネジメントシステム導入等によるソフト面
での省エネ取組に際し、令和７年度までに必要な資金の貸し付け
を行った指定金融機関（民間金融機関等）から融資を受ける
事業者に対して利子補給を行う。

（２）エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金

省エネルギー効果の高い特定高性能エネルギー消費設備（高性
能工業炉及び高性能ボイラー）の導入を促進するため、これらの
設備の設置に必要な資金の貸し付け（平成28年度まで）を
行った日本政策金融公庫に対して利子補給を行う。

省エネルギー設備投資利子補給金助成事業費
令和８年度概算要求額 12億円（13億円）

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課

①金融機関等の指定

②定額（利子補給金1.0%以内）

国 民間企業等

民間企業等

補助
（定額）

貸付

返済

民間金融機関等

（１）省エネルギー設備投資利子補給金助成事業費

（２）エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金

返済・利子

日本政策
金融公庫

民間企業等国
定率

（利子補給金0.15%)

低利貸付



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

「第7次エネルギー基本計画」において、「住宅・建築物は一度
建築されると長期ストックとなる性質上、速やかに省エネルギー性
能の向上を進める」とされており、「2050年にストック平均でZEH・
ZEB基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指し、これに至る
2030年度以降に新築される住宅・建築物はZEH・ZEB基準の
水準の省エネルギー性能の確保を目指す」とされている。

そこで、建築物のネット・ゼロ・エネルギー化を促進することで、建築
物の省エネルギー性能の向上をはかり、2050年の目標達成を狙
う。

成果目標・事業期間

令和８年から令和９年までの２年間の事業であり、

短期的には、新築・既築建築物におけるZEBの普及を目指す。
長期的には、2030年度の建築物の省エネルギー化（新築・改
修）における省エネ量の目標達成を目指す。

事業概要

（１）ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）実証事業

省エネ効果が期待されていながら、計算プログラムに反映されて
いないなど、設計手法が確立されていない新しい技術や設備につ
いて、これらの技術や設備を採用した大規模建築物のZEB化の
実証を支援し、その成果の横展開を図ることを通じて、大規模建
築物のZEB化の実現・普及を図る。

（２）ZEB化診断・計画策定支援事業

既築建築物のZEB化を促進するため、改修計画をZEBを見据
えた計画とすることで、将来的にZEBとなることが期待されるため、
ZEB化の診断に加えて改修計画を策定することで、ZEB化の取
組みを促し、ストック平均の省エネルギー性能の向上を目指す。

補助
（2/3）

民間企業等 民間企業等国

補助
（定額）

（１）ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）実証事業

（２）ZEB化診断・計画策定支援事業

住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業
令和８年度概算要求額 24億円（新規）

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課

補助
（1/2）

民間企業等 民間企業等国

補助
（定額）



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

家庭で最大のエネルギー消費源である給湯分野について、ヒート
ポンプ給湯機や家庭用燃料電池等の高効率給湯器の導入支
援を行い、その普及を拡大することにより、「2030年度におけるエ
ネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする。

また、家庭部門への高効率給湯器の導入を加速することにより、
温室効果ガスの排出削減と我が国の産業競争力強化を共に実
現する。

成果目標・事業期間

2030年度におけるエネルギー需給の見通しにおける家庭部門の
省エネ対策（1,200万kl）中、家庭部門への高効率給湯器の
導入を促進し、本事業による効果も含めて、省エネ量264.9万
klの達成を目指す。

事業概要

消費者等に対し、家庭でのエネルギー消費量を削減するために
必要な高効率給湯器（ヒートポンプ給湯機、ハイブリッド給湯機、
家庭用燃料電池）の導入に係る費用を補助する。

昼間の余剰再エネ電気を活用できる機種やより性能の高い機種
など、一定以上の要件を満たしたものに対して補助を行うこととし、
引き続き、高効率給湯器導入にあわせて寒冷地の高額な電気
代の要因となっている蓄熱暖房機等の設備を撤去する場合には、
加算措置を行う。

補助
（定額※）

民間企業等 消費者等国

補助
（定額）

高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
令和８年度概算要求額 550億円 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課、水素・アンモニア課

※ 機器・性能毎に一定額を補助。



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

設置スペース等の都合から、ヒートポンプ給湯機等の導入が難し
い既存賃貸集合住宅向けに、小型の省エネ型給湯器（エコ
ジョーズ等）の導入を促進することにより、「2030年度におけるエ
ネルギー需給の見通し」の達成に向けた取組を加速させるとともに、
エネルギーコストの上昇に強い社会の構築につなげることを目的と
する。

成果目標・事業期間

2030年度におけるエネルギー需給の見通しにおける家庭部門の
省エネ対策（1,200万kl）中、家庭部門への小型の省エネ型
給湯器（エコジョーズ等）の導入を促進し、本事業による効果も
含めて、省エネ量264.9万klの達成を目指す。

事業概要

既存賃貸集合住宅における小型の省エネ型給湯器（エコジョー
ズ等）の導入に係る費用を補助（定額）する。

また、業界団体やメーカー等と連携して全国のオーナー・消費者
向けに給湯器を省エネ型に変えることの重要性を周知・広報し、
省エネ型給湯器への更新を促す。

補助
（定額※）

民間企業等 民間企業等国

補助
（定額）

既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業
令和８年度概算要求額 25億円

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課

※機能毎に一定額を補助



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

最終エネルギー消費量の約２割を占める運輸部門において、
2030年省エネ目標や2050年CNを実現するためには、省エネの
更なる深堀に加えて非化石エネルギーへの転換を図ることが重要。
このため、サプライチェーン全体の輸送効率化や、トラック輸送や
内航海運を対象に更なる省エネや非化石転換に向けた実証を
行い、その成果を展開することで、効果的な取組みを普及させる
ことをを目的とする。

成果目標・事業期間

令和６年度から令和８年度までの３年間の事業であり、令和
12年度（2030年度）までに、本事業及びその波及効果によっ
て運輸部門におけるエネルギー消費量を原油換算で年間約
625.2万kl削減すること等を目指す。

事業概要

（１）トラック輸送における更なる省エネルギー化推進事業

トラック事業者と荷主間における配車計画・予約受付と連携した高
度な車両管理システムや、高輸送効率車両の活用等を通じた輸送
効率化による省エネ効果の実証を支援。

（２）新技術活用によるサプライチェーン全体輸送効率化・非
化石エネルギー転換推進事業

複数の事業者が連携して取り組む高度なデジタル技術を活用したサ
プライチェーン全体の効率化や、輸送計画と連携したEVトラックへの充
電タイミング等の最適化による省エネ効果の実証を支援。

（３）内航船革新的運航効率化・非化石エネルギー転換推
進事業

革新的省エネルギー技術等の導入による省エネ効果の実証に加え
て、非化石エネルギーを使用する船舶の導入に向けた実証を支援。

運輸部門におけるエネルギー使用合理化・非化石エネルギー
転換推進事業費補助金 令和８年度概算要求額 62億円（62億円）

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課

補助
（定額、1/2）

民間企業等 民間企業等国

補助
（定額）

（１）トラック輸送における更なる省エネルギー化推進事業

（２）新技術活用によるサプライチェーン全体輸送効率化・非化石エネル

ギー転換推進事業

補助
（1/2）

民間企業等 民間企業等国

補助
（定額）

（３）内航船革新的運航効率化・非化石エネルギー転換推進事業

民間企業等国

補助
（1/2）



事業目的・概要

事業目的

本事業は、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギー
への転換等に関する法律（省エネ法）及び関係する制度の円
滑かつ効率的な執行に必要な定期報告書・中長期計画書等を
作成・提出するためのWEBシステムの整備・運用、定期報告情
報の開示制度の運用・分析、事業者における省エネ法取組状
況等について現地調査等による理解の増進、定期報告等に係る
手続き等の効率化に資する取組を行い、省エネルギーの促進を
総合的に図ることを目的とする。

成果目標・事業期間

（１）令和９年度時点で省エネ法定期報告書の電子提出率
９９％を目指し、長期的には申請者の負担軽減・法執行の効
率化を図る。

（２）令和９年度時点で特定事業者等のうち３０％以上が
開示制度に参画することを目指し、長期的には過半数が参画す
ることを目指す。

事業概要

省エネ法及び関係する制度の円滑かつ効率的な執行を図るた
め、以下の取組を行う。

（１）システムの保守運用・改修

定期報告書・中長期計画書等の作成・提出のための省エネ法・
温対法・フロン法電子報告システム(EEGS) について、省エネ法に
係る保守・運用を図るとともに、必要な改修等を行う。この際、定
期報告等に係る手続き等の効率化も併せて実施する。

（２）定期報告情報の開示制度の運用、工場等現地調査等

事業者の同意に基づく定期報告書等情報開示を含め、定期報
告に係る運用、分析を行う。特定事業者等に対して、省エネ法取
組状況の現地調査等を行う。

省エネルギー促進に向けた法律・制度の効率的運用業務事業
令和８年度概算要求額 7.0億円（5.4億円）

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課

民間企業等

国

（１）
委託

民間企業等

（２）
委託

事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）



省エネルギー促進広報事業委託費
令和８年度概算要求額 2.0億円（2.1億円）

事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

2050年のカーボンニュートラルの実現に向けては、電力部門の脱
炭素化だけでなく、需要側の省エネルギーも進めていくことが重要。
本事業は、家庭部門を中心に、工場等の産業部門、オフィス等
の業務部門及び運輸部門の各部門において徹底した省エネル
ギーを推進する観点から、省エネルギーの推進主体となる国民の
理解と協力を得て、省エネ取組を喚起するため、きめ細かな情報
提供や普及啓発活動等を実施することを目的とする。

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課

成果目標・事業期間

令和8年から令和27年までの20年間の事業であり

省エネキャンペーンを通じた消費者からの「省エネ行動を実践す
る」との回答率を100%近くにすることを目指す。

事業概要

家庭部門、産業部門、業務部門、運輸部門の各部門において

省エネルギー取組を促進するための情報を広告・イベント・ＷＥ

Ｂページ等により国民に発信する。具体的には、省エネ法の改正

に伴う新制度等についての情報提供、省エネ性能ラベリングの提

供、省エネ性能の高い家電機器の情報提供、家庭でできる具体

的な省エネ方法とそのメリット及び工場やビルの省エネ先進事例

の発信等を行う。

民間企業等国
委託

【インターネットを活用した広報】 【省エネシンポジウムの開催】



脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進プログラム
令和8年度概算要求額 48億円（58億円）

事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

エネルギー基本計画（令和７年２月閣議決定）や、「GX実現
に向けた基本方針」（令和５年２月閣議決定）、「省エネル
ギー・非化石エネルギー転換技術戦略」（令和６年５月）等を
踏まえ、GXの加速に向けて、民間企業に蓄積された知識を活用
し、業種横断的に省エネに資する技術開発を促進することによっ
て、ここで開発された新たな技術が広く社会に浸透し、家庭部門
のみならず、産業部門も含め、一層の省エネ・脱炭素化が進展
することを目的とする。

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課

成果目標・事業期間

令和3年から令和17年までの15年間の事業であり、

短期的には令和8年度までに、採択した事業の事業終了後の実
用化率55％を目指す。

最終的には省エネ効果として、2050年度に原油換算で2,000
万kl削減することを目指す。

事業概要

開発段階に合わせた４つのフェーズ毎の支援や、重点課題に関
する長期的な視点での技術開発を支援する。

(１)個別課題推進スキーム

①FS調査：シーズの事業性や省エネルギー効果の検討等のた
めの事前調査を行う。

②インキュベーション研究開発：技術開発・導入シナリオの策
定等を行う。

③実用化開発フェーズ：保有技術等をベースとした応用技術
開発を行う。

④実証開発フェーズ：事業化に必要な実証データの取得等を
行う。

(２)重点課題推進スキーム

重点テーマに関する技術開発を行う。

補助（3/4、2/3、

1/2、1/3）国立研究開発法人新エネ
ルギー・産業技術総合開
発機構（NEDO）

大学
企業等

国
交付金

【事業イメージ】
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